
令和７年度後期監査報告書（指定管理者監査）措置状況通知

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜後期監査報告書（令和８年３月１7日）＞

「処理」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「処理」を実施したもの、又は実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　２件

○指定管理者監査
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1 美
術
・
博
物
館

博
物
館
（
民
芸
館
）

（株）技
研サービ
ス

（株）技
研サービ
ス

指定
管理
者に
よる
管理
運営
業務

【指摘】
　指定管理者は、委託販売依頼業者と民芸
館における商品販売（委託販売）の覚書を
締結しているが、両者の押印がされていな
かった。
　また、覚書の締結当事者（甲）におい
て、「株式会社技研サービス」と「豊田市
民芸館（株式会社技研サービス）」が混在
していた。

2
6
頁

1 Ａ：実施
済又は決
定済

　令和７年１１月１日に覚書は合
意内容や取り決め事項を確認する
ための役割であるため、自署又は
押印をすることを決定した。ま
た、覚書の締結当事者（甲）は、
「株式会社技研サービス（豊田市
民芸館）統括責任者」が適合者で
あることを社内で確認した。

Ａ：実施
済又は決
定済

　令和７年１１月１日から覚書締
結時に自署又は押印することとし
た。

令
和
8
年
3
月
3
1
日

2 美
術
・
博
物
館

博
物
館
（
民
芸
館
）

（株）技
研サービ
ス

（株）技
研サービ
ス

経理
処理
及び
財産
管理

【意見】
　民芸館、本多記念民芸の森及び平戸橋い
こいの広場において、小口現金が保管され
ている。残高は毎日出納帳と照合している
が、証跡が残されていなかった。
　金種表を作成し、出納帳と照合した証跡
を残されたい。

2
6
頁

2 Ａ：実施
済又は決
定済

　令和７年１１月１日に出納帳の
様式を見直すことを決定し、１２
月１日から出納帳に照合欄を設け
るとともに、毎月末には金種表を
作成し照合を行うこととした。

Ａ：実施
済又は決
定済

　令和７年１２月１日から出納帳
の様式を改善した。

令
和
8
年
3
月
3
1
日
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